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　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、

地方公共団体は「健全化判断比率」を算定し、住民のみな

さんに財政の健全度を公表することとなっています。

　また、公共下水道事業特別会計をはじめとする公営企業

会計についても「資金不足比率」を算定し、経営状況を公

表しています。

　健全化判断比率、資金不足比率ともに一定の基準を超え

ると、比率の段階に応じて「財政健全化計画」「財政再生計

画」「経営健全化計画」を策定しなければならず、このこと

は、町民のみなさんの生活や行政サービスの提供に影響を

与えることになります。

　右記が平成２６年度決算に基づく各指標であり、「健全化

判断比率」「資金不足比率」ともに、「早期健全化基準」「経

営健全化基準」を下回っております。

全道秋の火災予防運動 期間：10月15日～10月31日

　秋から冬にかけては暖房器具等を使用する機会が増え、火災が発生しやすい季節が訪れます。
　火災原因の多くは、自らのちょっとした油断や不注意から発生しています。火を出さない環境づくりとともに「火の
用心」の気持ちを忘れず、尊い生命と貴重な財産を守りましょう。

・期間中、消防職員及び消防団員が各家庭（職場）へ防火査察に伺う場合がありますので、ご協力をお願いします。
・期間中、車両による防火広報を実施します。

みんなの安心のため、住宅用火災警報器を取り付けましょう。
住宅火災警報器の設置が義務化されました。▲

取り付けが義務付けられている所……寝室・階段等 《長万部町消防本部》

《標　語》 無防備な　心に火災が　かくれんぼ

財 政 再 生
基　　　準

早期健全化
基　　　準

長万部町の
比　　　率区　　　分

20.015.0－①実 質 赤 字 比 率
30.020.0－②連結実質赤字比率
35.025.014.3③実質公債費比率

350.073.6④将 来 負 担 比 率

１．健全化判断比率

※実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は、「－」で表示します。

経営健全化
基　　　準

長万部町の
比　　　率区　　　分

20.0－公共下水道事業特別会計
20.0－ガ ス 事 業 会 計
20.0－水 道 事 業 会 計
20.0－病 院 事 業 会 計

２．資金不足比率

※資金不足額がない場合は、「－」で表示します。

【健全化判断比率】
（１）実質赤字比率
　　　普通会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模（人
口、面積等から算定する該当団体の標準的な一般財源の
規模）に対する比率

（２）連結実質赤字比率
　　　全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）
の標準財政規模に対する比率

（３）実質公債費比率
　　　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の
標準財政規模等に対する比率（過去3か年の平均）

（４）将来負担比率
　　　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政
規模を基本とした額に対する比率

【資金不足比率】
　各企業ごとの資金不足額が事業の規模に占める割合

用 語 の 解 説

平成26年度決算に基づく
「健全化判断比率」と「資金不足比率」を公表します


